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お
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6

年
金
事
務
所
で
は
、
年
金
相
談
の
予
約
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
年
金

相
談
や
請
求
手
続
き
に
つ
い
て
相
談
を
希
望
す
る
方
は
電
話
で
予
約
し

て
か
ら
お
越
し
く
だ
さ
い
。

全
国
共
通
の
予
約
専
用
受
付
電
話
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・
相
談
希
望
日
の
１
か
月
前
か
ら
前
日
ま
で
予
約
受

付
し
て
い
ま
す
。

・
老
齢
年
金
の
請
求
手
続
き
に
関
す
る
相
談
予
約
は
、

希
望
日
の
３
か
月
前
か
ら
受
付
し
て
い
ま
す
（
相

談
受
付
は
65
歳
に
な
る
誕
生
日
の
前
日
か
ら
可
能
）。

・
予
約
の
際
は
、基
礎
年
金
番
号
の
分
か
る
も
の（
年

金
手
帳
や
年
金
証
書
な
ど
）
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

み
な
さ
ん
が
お
持
ち
の
建
物
（
住
宅
、
物
置
、
土
蔵
、

車
庫
、
農
機
具
庫
な
ど
）
に
は
、
固
定
資
産
税
を
課
税
し

て
い
ま
す
。
こ
の
固
定
資
産
税
は
、
基
準
日
（
毎
年
１
月

１
日
）
に
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
建
物
に
対
し
て

課
税
し
て
い
ま
す
。

建
物
を
新
築
・
増
改
築
す
る
と
、
翌
年
度
か
ら
固
定
資

産
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、
工
事
が
完
了
し
た
建
物
を

お
持
ち
の
方
は
、
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
以
前
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
調
査
に
伺
っ
て
い

な
い
建
物
を
お
持
ち
の
場
合
や
、
既
に
取
り
壊
し
た
建
物

が
あ
る
場
合
に
も
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

申請・問い合わせ先 住民課 税務室　TEL 0859-68-3114

問い合わせ先

米子年金事務所
TEL 0859-34-6111

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り

収
入
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
世
帯
に
対
し
て
、
国

民
健
康
保
険
税
を
減
額
ま
た
は
免
除
し
ま
す
。
減

免
の
要
件
や
申
請
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
住
民
課

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

日
々
、
病
気
や
け
が
な
ど
で
輸
血
を
必
要
と

し
て
い
る
多
く
の
患
者
さ
ん
が
い
ま
す
。

た
だ
、
輸
血
用
血
液
製
剤
に
は
有
効
期
限
が
あ
り
、
採
血
後
３

週
間
し
か
も
ち
ま
せ
ん
。
必
要
な
患
者
さ
ん
に
い
き
わ
た
る
量
を

保
つ
た
め
に
、
常
に
多
く
の
方
の
献
血
協
力
が
必
要
で
す
。
尊
い

命
を
守
る
た
め
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

減免対象の保険税
　令和２年２月１日から令和４年３月31日までの間に納期限が設定され
ている国民健康保険税

対象世帯（次のいずれかに該当する世帯）

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な
傷病を負った世帯

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、
不動産収入、給与収入、山林収入のいずれかが、前年と比較して30％
以上減少することが見込まれる世帯（令和元・２年度分国民健康保険税の減
免は、令和元年中収入と令和２年中収入を、令和３年度分国民健康保険税の減
免は、令和２年中収入と令和３年中収入を比較します。）

とき ところ／時間

10月22日（金） ①伯耆町農村環境改善センター／ 9：00～10：30
②溝口分庁舎／ 14：00～15：00
③パルプラスオン／ 16：00～17：00

対象
体重50ｋｇ以上で、69歳までの方

（65歳以上の方は、60～64歳の間に献血経験がある方に限る）
※協力者の安全第一として、当日受付で、国が定めた基準等により、医師が総合的

に判断して献血協力のお願いをしています。

その他
【当日服用していても献血できる薬】
血圧の薬・高脂血症（コレステロール）の薬・アレル
ギーの薬・尿酸値を下げる薬・漢方薬・一般的な胃
腸薬・ビタミン剤やミネラルなどのサプリメント

【前日までの服用なら
【献血できる薬】
頭痛薬・
市販の風邪薬

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

国
民
健
康
保
険
税
の
減
免

年
金
相
談
・
お
手
続
き
の
際
は

電
話
で
予
約
を
！

献
血
に
ご
協
力
を

新
築
・
増
改
築
、
取
り
壊
し
し
た
方
へ

問い合わせ先 健康対策課　TEL 0859-68-5536

連絡・問い合わせ先
住民課 税務室　TEL 0859-68-3114


